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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
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豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

2025（R7）6月号

　
国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、「
税
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
と
し
て
働
く
税
務

職
員
（
国
家
公
務
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

▼
受
験
資
格

①
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等

学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

を
経
過
し
て
い
な
い
方
お
よ
び
令
和

８
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
方

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る

と
認
め
る
方

▼
試
験
の
程
度　
高
等
学
校
卒
業
程
度

▼
申
込
み
方
法
な
ど

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

　
次
の
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
説

　
明
に
従
っ
て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

②
受
付
期
間　
6
月
13
日
㈮　
午
前
9

　
時
〜
25
日
㈬
「
受
信
有
効
」

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ト
申
込
み
が
で
き
な
い

場
合
、
希
望
す
る
第
１
次
試
験
地
を

所
管
す
る
国
税
局
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
試
験
日

 

・
第
1
次
試
験　
9
月
7
日
㈰

 

・
第
2
次
試
験　
10
月
15
日
㈬
〜
24
日

　
㈮
ま
で
の
間
の
第
１
次
試
験
合
格
通

　
知
書
で
指
定
す
る
日

▼
受
付
期
間　
7
月
11
日
㈮
〜
8
月
15

日
㈮

▼
採
用
予
定　

 

・
大
学
卒
業
者

　
男
性
５
人
程
度
・
女
性
３
人
程
度

 
・
高
校
卒
業
者
等

　
男
性
24
人
程
度
・
女
性
11
人
程
度

※
卒
業
見
込
者
を
含
む

▼
受
験
資
格
　

【
大
学
卒
業
者
】　
平
成
4
年
4
月
2
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方

〇
学
　
歴

①
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
方
お
よ

び
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
方

②
栃
木
県
人
事
委
員
会
が
①
と
同
等
の

資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方

【
高
校
卒
業
者
】　
平
成
４
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
20
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
者

〇
学
　
歴　
大
学
卒
業
者
以
外
の
方

▼
第
一
次
試
験
日　
9
月
21
日
㈰

▼
第
一
次
試
験
場
所
　
栃
木
県
警
察
学

校
（
宇
都
宮
市
）

▼
申
込
方
法　
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
那
須
塩
原
警
察
署

　
☎
0
2
8
7
‐
67
‐
0
1
1
0

警
察
官

　
裁
判
所
で
は
、
令
和
7
年
度
裁
判
所

職
員
採
用
一
般
職
試
験
（
裁
判
所
事
務

官
高
卒
者
区
分
）
を
実
施
し
ま
す
。

▼
試
験
日　

 

・
第
1
次
試
験　
9
月
14
日
㈰

 

・
第
2
次
試
験　
1
次
試
験
合
格
者
に

通
知
し
ま
す

▼
受
付
期
間　
7
月
1
日
㈫
午
前
10
時

〜
10
日
㈭

▼
受
験
案
内　
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
宇
都
宮
地
方
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
人
事
第
一
係　

　
☎
0
2
8
‐
6
2
1
‐
4
7
4
4

裁
判
所
職
員（
事
務
官
高
卒
者
区
分
）

▼
合
格
発
表
日

・
第
1
次
試
験
合
格
者　
10
月
9
日
㈭

・
最
終
合
格
者　
11
月
18
日
㈫

▼
問
合
せ

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ

　
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎
0
3
‐
3
5
8
1
‐
5
3
1
1　

　
内
線
2
3
3
3
午
前
9
時
〜
午
後
５

　
時
（
土
日
祝
日　
を
除
く
）

〇
そ
の
他
の
問
い
合
わ
せ

　
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

　
☎
0
4
8
‐
6
0
0
‐
3
1
1
1　

　
内
線
2
0
9
7

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土
日
祝
日

　
を
除
く
）

税
務
職
員

人事院
（採用情報 NAVI）

人事院
（インターネット申込）

県警ホームページ

国税庁
（税務職員採用試験）

裁判所ホームページ

土地の情報をお寄せください
　企業誘致の候補地となる土地や工場等の情報を収集し、町内に立地を希望する事業者へ情報提供する「那須町事業用地等情報提供制度」
を行っています。
■事業内容　登録要件を満たす土地等を登録し、町ホームページで公開します。立地を希望する事業者が売買または賃貸を希望する場合は、
所有者に直接連絡を取って交渉を行います。
■登録要件（一部抜粋）
・土地　おおむね 1,000 ㎡以上で道路に接していること（分譲地内・農地不可）
・建物　おおむね 500㎡以上の工場、倉庫、事務所でその敷地は土地の要件を満たしていること
■問合せ　企画政策課拠点整備推進係　☎72-6906


